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令和８年度
なかの長寿ふれあい食堂推進事業
補助金事務の手引き
募集期間：令和８年６月１日(月)～６月３０日（火）
[image: image5.jpg]FATHATIEL 2

IR A E
[mEEDBEf] e ey
® A
e S8 HROBRR)

[smmzrms@

oo
(E)(Yx; hbREHENS (D) 60,000 Qa.b‘((t
uaxe
BAEH@) 60,000
( #)
JRE EE(F) AR RWHR)
wan 55:000(@614,000%4=56,0007%
"
# lanr 2000
&
H
[ —— 2000
i
2
<]
R |ames
@) st000
T FTEn
"
#
H
&
%
3
i
2
<]
L P of
XA (D+6) 60,000]

IRADAH (@)= [XHOSH @+O) kb SRATSL,

F TERA, BO3 DI AOREL 000 FRAE TEL T RF S hb  RERB (D)

AT,

A WEHELLAERONHD)
B RBHSEASAROI®) — {1455 R 5 FHOE O = W ARG T

60.000)

© LN FREA, BOSS L FRAA ST 000FARE ITAN)

HCORERADIEAL T
ool





[image: image6.jpg]wsEALR |

=534
R 4
[2R®R] xe maenn
R A
@ P [y
sumsriswin@ iS00 SISO RS0
N @) Scome
ﬁ(f;ma;»:gmm%uu 224,000] :a.l‘
[63.30)
nawa 1500 T —
M by st
fisingit]
e
T T
pa xRS e, B TE
BASH(®) 284,800 [BEESHLOLET.
St ca R annes0cn
Bty aitiiion
(% )
EE] () PIRRER) !
[@FRERR
8100000 R
- s ooo[@Ei eesoonr  (82HE
" h000. 12010 o (98 hRwn
@@1,000x12=12,0008  |@RMKR
H [
] e |@@700x12-8.400% -
5 [mnoman suaoof@ETIE A 83" Ao
i
5 |ewms 44.400) @5
2 O2iSancnsnan
H
a
H
» @ 2400
HE )
- s0000{ 8500120600007
H
]
&
5
i
H
H
A
o b ) 60.000]
AN @+6) 284,800

IBADAH (@)= [XHOBH (@+O)) 245551

AT

AUHELLSARON ()

© BHEEIVERA BOI 51T HA N ETLO00F R TR

1

HCOMCIRADIE,




中野区
令和8年5月
　
[image: image7.jpg]BTEHRAEL -1

NG R (2 RAWH] s L ORY
R A
L] S i ]
. SEROEEE, (5 1] EEEE
3000 28226,400m T
MR SR 63,000 BEBOSIRESNALN S H 0
TOMIIG600 |Sems —niLiaBEABYET.
BHOmEST CHE R,
SO REWBR(®) (0 ¥
s nm0 RIS (@) 06 224,000 D TTaie
FETEE 4
s 5800
BABH@
(X )
FH EroE) TR R 1
ERRH
T
e X @sin
i 148.000| @ s 120,000/ (O mtrszt
R ARIZ,000 (OknAR
x |@281met5 400
B |amesowms 32,400\ @R #H24,000%
@
p
%
4 | @siEic26, 4007
& |smne 44.400| @i 18,0007
)
]
®
W BHE) 224,800 /
£ 0 FRRRR)
w |Hromar 58,000(@500x136
n
5
@
”
B
®
»
(]
®  B#HE) 58,000
XHAMO+®) 292.800)

HERSEHHAORIERERALTS





目　　　次

○交付手続きの流れ　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

○手続きごとの提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２
１．事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３

２．補助金交付団体の要件・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３

３．補助の対象となる事業の要件・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４

４．補助対象経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４

５．補助対象期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

６．補助基準額及び申請金額・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

７．申請期間・手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７

８．交付（不交付）決定通知・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８

９．支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８
10．事業の変更など・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８
11．実績報告書の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９
12．補助金交付額確定　精算及び返還・・・・・・・・・・・・Ｐ10
13．個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10
なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・Ｐ11
提出書類　記入例等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ14
[image: image8.jpg]X AR — RIEAER]

xommaR
¥18,000] [@BmROR

B - S s
1] _4B1E[FSaEn CERN ¥500
2] 4B \B[TERAE0ES) @RI

3] 4m1B[EHEEmEEN CEETEEE ¥2,000]
A 48H|FEERE T ¥700
5] _4A18[®EH(@110x20) @FEH ¥2,200]
6] 4H10H|#X%(@3,800%2) @BH " ¥7.600]
7] 4A10B[AL—I—(@300x10) @R ¥3,000]
8| 4R10H[YrAIE(@300%5) CETED ¥1,500]
10| 4108 [EERE CEEE ¥1,000]
1| 4pt08[EA O ¥1.600
12[ 4A106[TOvIU— (@E ¥1,000]
13] 4A108[FrAY @RHA ¥1,000]
14] 4R15E[K527 1 PRER(@500%10) | ® DR A ¥5,000)]

¥284,800

LT BADEHEL L

BIEEOXHAR=

CEEZEED ¥10.000]

# |omEm ¥6,000

A [eruE ¥120.000)

® lesmurn Yolmmmrast
=T ¥12.000| ¥148,000

12 [QRBERH ¥5.400

Wi oamAmR E) e

BH lonEmmte ¥24,000|  ¥32,400

i |ORER@ERE) ¥0|

5 [onEk ¥26,400)

!!; = ¥18,000|@BRS A
EGEEE] wo|  vaz400
[@zommnE ¥60,000





[image: image9.jpg]BT FRABMES

BHEORFSNHVCAREERRNEREE TR

(AR (B)MOME LE -8 E0ER

Eiths hERESR
&S FEEF
(ma) PEIILEIRE
LAFFORWBRIOKL) H(A) 546,000 A
W2 RER 224,000 A
. AR OB B 30,000 A
P SE DB 72,000 F
M, REHEEOL L 220,000 A
EEIR R (% 2) +(B) 546,000 A
P, 2RHH 224,000 /1
A1, A OO i 30,000 A
P, SER DRI 72,000 {4
M, RRFEOI LT 220,000 A
JE;R4R (A-B) 0om

(3%1) HOSHMABIM2 — 1~ 4D B Shd\  REMY S | OBL B
(%2) BESHARME2 — 1 ~ 4O BRI (QLalb o Thh BV 5) DB —K




[image: image10.png]W



[image: image11.jpg]BT (BHTHRIE)

[nomaoaEne] om0
anuase s+ 8% 65 @8

HPHEE AT
iEE  His FEERES S
L I

BRORBSNGCEREERRMBH L XA HME

S 8 EE LHORFINSVCERMEARMEEL LT TREMERA TNAL PHREDDOREF
ShBVERHE B RN SN EAET RO L) EESEEEATRRAELE

7.
i [COMDARRBEN|
- rlET, IBAAEh|
1 H%s FEILESEY pas
<~ EEEEEEOHE |
2 HEE & 546,000 =] ;::M. TR
3 EHORE
B % FEREES zaer

& 4 |hEHEF

(L REATERER H A ERROERERA]

xR (=164-8501)
A | A-1-19

emERE [T

BT oRAN. BRENEE BERELL)

_ [(vT65-0026)
i 5 ERELT (Gerrasa-1l-4
(HRAEOMA L RO
0ifi%) T
% los-s3s0-1u1
E-mail out .
R EAE 2023%4A18
ERERD ARAOREC LV AR AR L. FRAEE BURAA B ORNERS,
Al
& A 25 A (GLESHUEOREE) 20 A

ERTERML RS [ R —

H—hAR—Y = AR, URL:
4 ZOBFLSH AFERISHE BREHFLT ok, NESRBHLFELTVSMFR
<ls >
- B ) BAERE e BAER
"
ZOMFLA, B, A AHEEROENIET SRR R B A E o, FE
SHRFELTVIER
<>
) B E B BEERE ®H ) B
]
]

6 T EH
(BT D (2L ES (82— 1~3) () RRIMAL TSI EHEDEED (4) MFOSR
(5) M8 (6) KO TEBIE PO 5 60> (7) P ERAR DI BHORE/HATI 500




[image: image12.jpg]BB hiRsasd
BRORBSINHORRBEERR WRHER I+,
N
1 Ws FHRLEHRE
CFEOES
e L R i e
5.
2 $RORHE  [OEEIhHABONECACEEE-ABERASENEEDAD LR CHIEEE
B
2RO DRI THIL, FMD R I RS 18, WO
i e e SRR, LA ORISR S,
3 siER B Am | 8% 4A~ em 9% 3R
HERRERST S mmRmmT SH £ A~ 3 A
[ —— mAm2AcRE
@ | umhes nows  @am i)
5 S 11:30~13:00
6 S 4 B S — B, P
E: B 11— 1 EBEYDE
- 114 Vaesl
AL T &L
7 NFER 65 O EE 20 A Z0ft 5 A
s
e ——— LS ]
R—— A 240 & AT o A
ol 70 A RRALTSL
9 mEHRS PEIET
OEARE ERBTOWEE ATy VWAL EDE SAE OB TR 58
10 EhH® B,

nEnUTOREER
A

@2 AR
AR
ZRTR TR
(2

@280 LT IA
BRrE

S 1% B 1007, £0M300M
O 7F@HIZ 2 AL FRIQO@RNEOREBMEEBIZL 57V L FIHMAEL Mg
OB 12H @H TR AWRE ) AT AR E HET E (EROL RS

y.
T XF7TABHTE =

U ROKHT —— == o -
B BRI 5) ERE A (T BRSSO 1K) (R
12 s 8 o g =] 68 © B R HRUELE.

(RELARECS57)

> O BEHFECEZELELL 8 mEmelue
B [ RERUDZDOHA KA ) ET,

L
[ DOEMRUGE
BCTREE SR
BUEY.

B SMHCRARTLVE AL ERBLET.




[image: image13.jpg]BASRA(BORMR)

TL—DEA BT
gprateet | o B 15 @
YR 51T .

EE S LT £
rrEE T

LRORBINGCRRIEWRBH L TR HME
SFI8E @OF @Hff SHHETO0OTLE THHSENIE LR LABEELIOBFSNHVE

SRR I T FEDEBVEE LN T, FI LA A S hab R UHEAE R BB
REUROREI &), RREHERATHRELLET.
1 EEs FEEREERE
2 WBEEE T 576,000 e
BMTHEZAET,
3 WEEHANT & 546,000 B~
3N
4 sempm 30,000 =
EhET,

5 EEERELTOEM

8

TRIZIBEEFRETH L7V AN FHBELORICLEMTEILL UL,

6 iRAEE
(1) WREIGIER (R (2)IREHER (FIE2—1~3) Q) RRMAL TV SIEHG B0 (4) BHEORE
(5) B (6) BT BB AT T 5 6.0 (7) DB R RRFADHE - BHOHWSHRETIS D



[image: image14.jpg]BASHARIR]

EPOBRBSNSCAREEER WRUEN

1 Ws

PEILRE SR

C
CFESEE EREH ALTCR
&, A
2 $HORWS  |THCIESEEFETHAT AN HREBEIAILEITETLELLAD, &
mERELE,
3 S0 BEUM: 4R | 8% A~ em 9% 34
(R— EZER2T i}
= | Gosse  nows Ta)
5 SN 11:30~13:00
6 s 45 R 2~ B, W
P R4 TEGEIOERE)
Be £ ERRALT
7 HEEA COMBLEOBRE 20 A ol = [0
B5MEL EDH#E 240 A FUTATREYT 120‘/\
8 EMBMFEAK
20 70 1 EMEALCO
smFRAME
9 WTHKE HEFTET EALTH 2
DR AR RRBTONEE Ty L WEUEEDES AL OB CRE, H5R
10 Ehafisk YRR L,
SR Elki£ 10071, EDO{30011
neniromen (DS HOELIAOHI SRR OOEIO ARSI LL (1 TR
5
@anms. sy |OXAIR 120 ORI RWALRI/) XA LMK (O £ 11%)
i, FA!
s o (RESORTTENT
@ADL EiF A BELESTRELT
BXrs Hay
navaaye . | mmrzaem | 8% i 68
R An R T R TRBHSORTH K72 (FORBRAT)

H-HHERES)




[image: image15.jpg]FTHHA(B125%M6R)

EANLTEEL,

4% 9% 38 @8
BPORE S RRE MY QLR

FEFRR T
FEIRREDR

REET

M Hikd

REES
A 8 EELPORFESNG CAEMERERIEEZIAHENETL
EUADOT, RERENORESNb\ REAEF R EMS12
FOREEIE BREFREFATTROLEVRELET.

i

«—  [COEROX
AREHET

1= & P ES R DBMEI= R
_— EhET.

2 el 2 546000 R

[E RO BT
ERHXEAER
EhET.

3 FMTEE

(1) FHDE B i & & (BIKK1)

(2) HEOPNFEHES (FIIR2 - 1~4) RUZHNR—E
(3) FHOWEH|EITE IS (BIE3I)

(4)JZH LB SR EDOFNEDEL
(5)ZDMFEROAERVARERDTER

4 HEOHWDERE

A IERANCBET 5Lk, SEEOMADRN, REREOIEBETI LTS,
BRFHEALLAAIOWTIIEEOIR AR LR 2 —LIRHL, BERFEIORITEILH
T, FELPOER ERILER T,









[image: image16.jpg]peree

BHOEBSNBVAREAERE DRNNEE Py HIILESAY

v | e wnen | wwwm | enm P "
T e
alomn| sz |commames| v | BEE [ orew o[ s ] o
1| 4misa SoRREMe - | lan-tan | BREOH {50 18 0| o[ FREEREL
- o R isoont <hz@E. oo
i EoSmAE L%
ofomen| 2 e ol o] |[piEmzngs
£ i 2]
s[omon| en 58107 [araien lEiEEonL
bl @osnasus
by ]
afmen| sn - - P Oy
sEREmEL
o[mn| me | oo = o [zhenases
i cine <
ofwan|  ax S — e o o |eRES
T[anen| e em— N T — P
sl #x e e R
o[umun] e S - e [ P
w|ieman| x| counmmee | onin | 8 [esien o W o
wliznon| enwe |commmmesn | moem | mn [saess W W o
12| 1num K e 01000 |emmuens 20| B 10]
b G
BEDES - aeeen [ can EE
wloon|  sa | commames| nem | S5EIRA W u
7
)
=
=
o wl |

HIERILTREIERERIEMECHELA B AL, THEROBREESHARSORRE SR LT,
HEMEHNRD L BAI2ZKE EFRUTIEN,





[image: image2]

[image: image3]

[image: image4]

　地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる場の提供を行う地域団体に対し、当該活動に係る経費の一部を補助することにより、高齢者の交流機会の増加、心身の健康増進、多世代交流等の促進を図ることを目的とします。

次の（１）から（４）までの要件の全てを満たす団体を対象とします。

（１）主たる事務所又は連絡場所が区内に存在すること。

（２）営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。

（３）中野区暴力団排除条例（平成２４年中野区条例第２７号）第２条第４号に規定する暴力団等でないこと。

（４）公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。

　　次の（１）から（１4）までの要件を全て満たす事業を対象とします。

（１）中野区内で実施されること。

（２）提供する食事は、団体又は参加者が直接調理または調達した、栄養バランスのよいものとすること。

（３）原則として月１回以上定期的に実施し、１回当たりおおむね１０食以上の食事を提供するとともに、参加者が食事を取りながら会食・交流することができるスペースを確保すること。

（４）責任者を常駐し、必要な人員を配置すること。

（５）衛生管理について、中野区保健所から助言を得ていること。

（６）食中毒や事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフ に周知徹底を図ること。また、発生時には速やかに中野区保健所及び地域包括ケア推進課に報告すること。

（７）活動の実施に対する保険に加入すること。

（８）補助金の対象となる経費に関し、国・地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助を受けていないこと。
（９）参加者に対し、地域包括支援センター等の高齢者支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。
（10）中野区が開催する生活支援体制整備事業の協議体等、高齢者支援に関わる他の関係機関等との連絡会への参加に努めること。
（11）スタッフに対する高齢者の見守りに関する意識啓発の研修を最低年1回実施すること。

（12）参加者の生活状況に異変が疑われる場合等は地域包括支援センター等 、高齢者の見守りを所管する部署に対して速やかに連絡を行うこと。

（13）本事業を実施する際に、特定の政党又は政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。

（14）個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

	項番
	項目
	対象経費

	１
	報償費
	講座・交流事業の実施に係る外部講師への謝礼❶講師謝礼
※講師の交通費が必要な場合は講師謝礼に含める。
【報償費基準額】

区　分

支払上限額

（1時間あたり）(消費税込み)
Ａ

大学教授、弁護士、企業管理者、医師、著名ジャーナリスト
１４，０００円以下

Ｂ

大学准教授、短大教授、民間専門研究者

１２，０００円以下

Ｃ

大学講師・助手、短大准教授、民間技術者

１１，０００円以下

Ｄ

その他

４，０００円以下

※表は補助の上限額です。上限額を下回る金額の場合は実費が対象です。各団体が支払ううえで、表の金額を上回る謝礼を支払っても差し支えはありません（上回る部分は補助対象外経費となります）。

	２
	需用費
	事業に利用する10万円未満の❷消耗品費（調理器具、収納用品（クーラーボックス等）、食器類、日用品類、事務用品等）、❸印刷費（長寿ふれあい食堂の案内のためのチラシ等）、❹食材費、弁当の購入費❺車両の燃料費、❻光熱水費

	３
	使用料及び
賃借料
	❼会場使用料、❽車両等賃借料、❾食材・備品等の保管庫の賃借料

	４
	役務費等
	❿通信費、⓫郵便代、⓬保険料、⓭食材の運搬に係る交通費（スタッフの出勤のための交通費は対象外）

	５
	備品購入費
	⓮会食事業の立ち上げの際に備品（100,000円以上）を購入する経費
※会食事業の立ち上げ時のみ適用


※申請する事業にのみ必要な支出を対象経費とみなします。そのため、本助成金により購入した物品はご家庭や他の事業での利用はできません。
※上表中の対象経費❶～⓮以外の費目は対象になりません。
※❺車両の燃料費については、ふれあい食堂１回の実施につき５００円までとします。
※個人の建物で開催する場合は、⑤光熱水費等は補助対象となりますが、ふれあい食堂等の取組分としての金額が明確でない場合、ふれあい食堂１回の実施につき1,000円とします。
※人件費（ボランティアへの謝礼含む）や団体の運営に係る費用は対象外となります（⓯対象外経費）。
※対象となるか判断に迷う経費、例月、例年にない臨時的な支出がある場合は（調理用家電の購入等）申請前に担当までご相談ください。

２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで

（１）基準額
　　ア　会食事業の開催に係る経費
　（定例の会食事業に係る経費）
　　ⅰ 参加する高齢者が10人までの場合…10,000円×実施回数
※年間240,000円を上限とします。
　　ⅱ 参加する高齢者が11人～20人までの場合…20,000円×実施回数
　　　　※年間480,000円を上限とします。
　　ⅲ 参加する高齢者が21人～30人までの場合…30,000円×実施回数
　　　　※年間720,000円を上限とします。
　　ⅳ 参加する高齢者が31人以上の場合…40,000円×実施回数
　　　　※年間960,000円を上限とします。
　　イ　高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催
　　　（アの事業に加え、各種講座等を実施した場合に加算）
１食堂当たり50,000×実施回数
※年間100,000円を上限とします。
　　ウ　多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組
　　　（アの事業に加え、広く地域の方等と交流する行事を実施した場合に加算）
１食堂当たり110,000×実施回数
※年間220,000円を上限とします。
　　エ　会食事業の立ち上げ
　　　（新たに会食事業を立ち上げる際に要する経費（備品等の購入））
１食堂当たり500,000を上限とします
※運営団体スタッフに６５歳以上の高齢者を活用している場合に補助対象となります。

（３）申請金額
申請できる限度額は、原則として上記ア～ウの項目毎の対象経費が上限となりますが、参加費または寄付金額がある場合は、次ページの「考え方の例」のように申請できる限度額を判断します。
対象外経費については、はじめに参加費又は寄付金で充当し、不足分は自己負担としてください。

　１．対象外経費が発生する場合
1 参加費又は寄付金が対象外経費より少ない場合
→対象経費＝申請できる限度額




2 参加費又は寄付金が対象外経費より多い場合
→対象経費－（参加費又は寄付金－対象外経費）＝申請できる限度額




※この場合の「参加費又は寄付金」と「対象外経費」の差額（１万円）は、対象経費のうち、
「４　対象経費　項番１～３」に優先的に充当します。
3 対象外経費が発生しない場合　
→対象経費－参加費又は寄付金＝申請できる限度額





○申請期間　２０２６年６月１日（月）から２０２６年６月３０日（火）まで

※上記期限後に新設、活動開始する団体は随時受付けますので、個別にご相談ください。

提出場所　　区役所３階　３番窓口　介護予防推進係
○担当　　中野区地域支えあい推進部　地域包括ケア推進課　介護予防推進係
　　　　　　　　電話　（３２２８）８９４９　
○提出書類
	
	書類名
	記入例等参照ページ

	１
	中野区なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付申請書（第１号様式）
	15ページ

	２
	第１号様式　別紙１　事業計画書
	16ページ

	３
	第１号様式　別紙２　収支計画書
	17ページ

	４
	団体の規約、会則等
	―

	５
	団体名簿（代表者、会計、その他構成員を記載）
	―

	６
	保険に加入していることがわかるもの（加入者証の写し等）
	―

	７
	団体の活動概要が確認できるもの（過去の事業チラシ等）
	―

	８
	中野区保健所への届出または相談していることが確認できるもの
	―

	９
	中野区住民主体サービス事業補助金（変更）交付請求書
	18ページ

	10
	支払金口座振替依頼書
	20・22・24ページ

	11
	委任状

（代表者以外の個人または法人の口座を指定する場合）
	21ページ

	12
	口座指定届　

（代表者以外の、個人でも法人でもない口座名義の場合）
	23ページ

	13
	本人確認書類の写し（提出方法によって異なる）
	下記の例参照


※１～３は中野区ホームページ（「令和８年度なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金について」）から電子データをダウンロードして作成してください。
※申請書類を区へ提出する際は、申請書類に不備がないかを必ず確認してください。

【提出方法と本人確認方法】原則データをメールで提出し、以下の方法で本人確認をしてください。
※データでの提出が難しい場合は、個別にご相談ください。

	提出方法
	確認方法

	メール
	区から送付したメールに対して返信している。

	
	マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類（ＰＤＦ）を添付する。


　　 
注意事項
①事故発生時の対応のため必ず保険に加入してください。
　なお、店舗等で加入された保険をお使いの際で加入者証等にふれあい食堂の活動が対象になることが記載されていない場合は、対象にできるかどうかを保険会社に確認して担当までお知らせください。
②申請にあたっては、中野区保健所と事前相談を行い、食品衛生管理に関する助言を受けてください。その際受け取った、届出または相談を行ったことがわかる書類の写しをご提出ください。（助成金交付申請書第１号様式別紙１の記載欄に保健所への相談日等を記載してください。）
  連絡先：中野区保健所 生活衛生課 食品衛生係　電話番号：03-3382-6664
③食中毒及び感染症等予防のために、会食で提供した食事の持ち帰りは原則禁止とします。　
④事業実施の際、アレルギー食品の使用もしくは対応していない旨についての明記や周知を利用者に向けて行ってください。
⑤後述のとおり年間の事業終了後、実績報告をもとに、額の確定を行い、実績額が交付決定額を下回った場合は後日返還いただくことになるため、申請内容は可能な限り精査し、実態に即したものとしてください。

区での提出書類の内容審査（約1か月）の後、交付（不交付）を決定し、なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付（不交付）決定通知書により補助金交付額を通知いたします。

概算払い・精算方式によります。

補助金の交付を決定したときは、概算払い（前払い）で、指定の口座に補助金を振り込みます。

年度途中で、事業を変更し、支出予定額を交付額から変更する場合は、変更事由が生じた時点で速やかに変更交付申請を行ってください。

年度末（３月）の事業終了後、実績報告書等に基づき、補助金交付額を確定します。

補助金確定額が、概算ですでに振り込まれている補助金額を下回っていた場合、団体は差額を区に返還し精算します。

申請後に、申請書に記入した事業内容を変更する場合は、事前に介護予防推進係へご連絡のうえ、速やかに下記書類をご提出ください。
○提出書類

	
	書類名
	記入例等参照ページ

	１
	なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金変更交付申請書（第4号様式）
	25ページ

	２
	別紙１　事業計画書（変更交付申請）
	26ページ

	３
	別紙２　収支計画書（変更交付申請）
	27ページ

	４
	なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金（変更）交付請求書
	25ページ



　　２０２７年４月８日（木）までに、下記１～６の書類を提出していただきます。
　　○提出書類
	
	書類名
	記入例等参照ページ

	１
	なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金実績報告書（第７号様式）
	28ページ

	２
	第７号様式　別紙１　各回実施報告書
	29ページ

	３
	第７号様式　別紙２　収支報告書
	30ページ

	４
	第７号様式　支出内訳一覧
	31ページ

	５
	第７号様式　別紙３　精算書
	32ページ

	６
	その他添付書類※
	下記の表参照


※その他添付書類
a.支出に関する添付書類は上記４ 第７号様式 支出内訳一覧の記入順に台紙に貼り整理すること。
b.レシートには必ず上部の余白に団体名を記入すること。

	収入に関する添付書類

	参加費
	受領証の写しまたは開催日ごとの収入状況が確認できるもの

	寄付、その他の収入
	収入があったことを確認できるもの

	支出に関する添付書類

	報償費
	❶講師謝礼
	領収書の写し

講師の所属・肩書きが確認できるもの

	需用費
	❷消耗品費❸印刷費❹食材費❺車両燃料費❻光熱水費
	領収書の写し（❸はちらし、ポスター、様式類等の印刷物の現物を添付）※❷～❹については１品目ごと２万円未満のものは領収書の写しの提出を省略可（支出内訳一覧の品目欄に単価・数量を記載すること）。

	使用料及び賃借料
	❼会場使用料❽車両等賃借料❾食材・備品等の保管庫の賃借料
	・賃貸借契約を締結している場合は、物件の賃貸借契約書の写し及び支払いが確認できる領収書の写し

・賃貸借契約を締結しない会場使用の場合は、支払いが確認できる領収書の写し、申込書控えの写し、施設パンフレット

	役務費等
	❿通信費⓫郵便代⓬保険料⓭食材の運搬に係る交通費
	領収書の写し（⓬は保険証書の写し）

	備品購入費
	⓮会食事業の立ち上げの際の備品購入費（100,000円以上）
	領収書の写し、カタログ、実物の写真等


　　注意：領収書の日付は、交付決定日から２０２７年３月３１日までが対象です。


※令和８年４月１日より前の日付で購入したものは対象外です。

※令和９年３月に購入、請求を受けたものでも、支払いが４月になった場合は補助金の対象に
なりませんのでご注意ください。

実績報告書に基づき、交付額を確定し、確定通知書を送付します。

すでに交付した額が確定額を超えている場合、差額を区に返還して精算していただきます。

返納書など、必要書類を送付しますので、下記期限までに返還してください。

返還後、領収書の写しを提出してください。
返還期限：２０２７年５月７日（金）

参加者やスタッフの個人情報を取得・使用する場合は、個人情報保護法に基づく適正な取扱いが必要です。

個人情報には、氏名、住所、連絡先、家族構成、年齢、要介護度、顔写真などを含みます。

以下の点に注意して取扱いをお願いいたします。

（1） 個人情報を取得の際には何に使うか目的を決めて、本人に伝える。
個人情報は利用目的の範囲内で使用します。目的としては、長寿ふれあい食堂の実施、補助金手続き、サービスのご案内等が考えられます。

個人情報の取り扱いについて、署名等いただけるような利用申込書や同意書をもらってください。

（2） 取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
(1)で本人に伝えた目的、または、ちらし・ＨＰ等で公表した目的以外では使えませんので、何に使うのかあらかじめきちんと決めておく必要があります。

（3） 取得した個人情報は安全に管理する。
名簿など、パソコンに保存する場合はウィルス対策を行うこと。書類は施錠できる場所に保管することなどが必要です。また、従事者が個人情報を不用意に扱ったり、紛失したりすることのないよう取扱いについて周知することも必要です。

（4） 個人情報を他人に渡す際は、本人の同意を得る。
個人情報を他人に渡す場合は、原則本人の同意が必要です。
※　個人情報の取扱いに関しご不明な点は、担当までお問い合わせください。　

	
	質　　問
	回　　答

	1
	実施頻度の最低条件はありますか。
	原則月１回以上、定期的に実施することが望ましいですが、参加者の安全が確保できない場合（食中毒の恐れ、インフルエンザ等の感染症の流行等）やお盆休みなどにより参加者が十分に確保できない場合など、合理的な理由により実施しない月が生じても構いません。その場合は実施しないことについての理由書の提出が必要となります。
※本事業は東京都の補助金を活用しているため、1か月に１回会食形式での実施をしない月が生じた場合にご提出いただく書類になります。

	2
	実施場所の要件はありますか。
	ふれあい食堂の実施場所としては、参加者が立ち寄りやすい場所が望ましいと考えます。１回あたり１０人以上参加できる規模で開催することが望ましいです。
また、調理スペース等と同一の部屋での確保が難しい場合、隣接する部屋等を使用する場合でも構いません。

	3
	食堂運営にあたり、調理方法等の指定はありますか。
	原則として「３　補助の対象となる事業の要件」で提示した方法で実施してください。その他の実施方法については、担当までご相談ください。

	4
	調理時間の短縮のため、自宅等であらかじめ下処理をした食材を持ち込んで調理・提供してもよろしいでしょうか。
	食中毒の原因となる可能性があるので、調理は提供場所に隣接する衛生管理のできる調理室等で行うこととし、自宅等で下処理したものの持ち込みは禁止します。

	5
	食堂等の1回あたりの開設時間の要件はありますか。
	特に設けていません。ただし、参加者が利用・交流するのに十分な時間の開設をお願いします。

	6
	対象者の要件はありますか。
	主に65歳以上の独居高齢者を想定していますが、年齢が該当していれば補助対象となります。
※子ども食堂等と合同で開催している場合、高齢者に係る経費部分のみが補助対象となります。

	７
	利用者は氏名等を登録する必要がありますか。
	氏名等を事前に登録する必要はありません。ただし、ふれあい食堂に来る参加者について、支援が必要な方を適切な支援に繋げるため、また、食中毒発生等の際、連絡ができるよう氏名や連絡先を聞き取る等の対応を行ってください。

	８
	１回あたりの最低参加人数の要件はありますか。
	一回あたりの最低参加人数については、１０人を目安とします。
なお、事業周知の段階で１０人程度を定員として周知していれば足りるものとし、実際に集まった利用者がその人数を下回っていることは差支えありません。

	９
	食品衛生法上の相談・届出等を行う必要がありますか。
	当該年度４月１日以降に、必ず中野区保健所窓口にて、事業開始についてご相談下さい。その際に中野区保健所から発行された相談したことが分かるもの若しくは届出の内容が確認できるもののうちいずれかの写しを当係にご提出ください。

	10
	配食（弁当）のみで会食をしなくても補助の対象となるか。
	会食を伴わない事業は本件補助の対象になりません。

	11
	区が実施する連絡会に参加が必要とあるが、やむを得ず参加できない場合はどうすればよいですか。
	中野区より案内があったのち、日程の都合においてやむを得ず連絡会に参加できない場合は、事前にご連絡・ご相談ください。


	12
	３ページ目の４　補助の対象となる事業の要件（７）で「～宗教活動及び営利を目的としないこと」と規定されているが、すでに宗教施設（教会、寺院等）でふれあい食堂を実施している。この場合は、対象とはならないですか。
	宗教活動を目的とせず、開催場所としてのみ使用している場合は対象となります。

	13

	他団体（社会福祉協議会等）から既に、運営費等の助成を受けている場合は、補助の対象となりますか。
	本助成の対象経費・費目以外もしくは期間が重複しない場合での助成であれば対象となります。他団体の助成を同時に受ける際は、必ず区及び他団体へ事前相談をお願いいたします。
※他団体の助成と重複した場合は返還いただくことになります。

	14
	光熱水費について、補助対象に算入する期間の判断に関して、例えば令和９年３月中の使用量を基に令和９年４月に支払った光熱水費はどの年度の補助対象となりますか。
	実際に支払を行った月を対象とします。令和９年３月中の使用料を基に翌４月に光熱水費を支払った場合は、支払った日が属する年度、令和９年度が、補助の対象期間となります。

	15
	個人の建物で開催する場合は、賃借料・光熱水費は助成されますか。
	助成されます。ただし、ふれあい食堂の開催とその他での使用料との切り分けができない際は、ふれあい食堂の開催１回の実施につき、１，０００円と定めています。

	16
	支出の根拠書類として領収書の提出は求められますか。
	支出額の分かる根拠書類をもとに中野区が額の確定を行うため、領収書を提出していただくことになります。
ただし、消耗品費、印刷費、食材費のうち一品目の購入が２万円未満（消費税込み）の場合は内訳表等の提出により確認していますので、詳細は申請の際に担当にご確認ください。

	17
	ふれあい食堂を1日に2回（午前・午後など）行う場合、助成の対象となりますか。
	助成の対象となります。
（午前・午後、それぞれ1回の取組として換算します）

	1８
	助成の対象となる事業の実施期間を教えてください。
	令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに実施した事業が対象です。

	１９
	４月の事業準備のために前年度に支出した経費は対象となりますか？
	原則、令和８年４月１日から事業の最終実施日までの支出を対象とします。

	２０
	消耗品費として認められる基準を教えてください。
	金額の目安は100,000円未満のものとします。
ただし、金額だけでなく、事業実施のための必要性、必要性に対し過剰な機能、価格の物品でないかなど、総合的に判断しますので、調理用の家電など高額なものを購入する予定がある場合は、申請前に担当にご相談ください。
また、事業での使用を確認できる写真等を実績報告時に提出していただきます。

	２１
	実施予定であった事業が感染症の影響などで開催できなかった場合、その準備にかかった経費は助成対象となりますか。
	助成対象となります。
開催できなかったことについての理由書の提出が必要となります。


　　　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金　提出書類　記入例　　　　　　　　　

１　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付申請書
Ｐ15
２　事業計画書(交付申請書別紙１)
Ｐ16
３　収支計画書（交付申請書別紙２）
Ｐ17
４　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金（変更）交付請求書
Ｐ18
　（支払金口座に関する提出書類について）
Ｐ19
５　支払金口座振替依頼書
Ｐ20、Ｐ22、Ｐ24
６　委任状
Ｐ21
７　口座指定届(長寿ふれあい食堂推進事業補助金の支払口座について)
Ｐ23
８　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金変更交付申請書
Ｐ25
９　事業計画書（変更交付申請別紙１）
Ｐ26
10　収支計画書（変更交付申請別紙２）
Ｐ27
11　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金実績報告書
Ｐ28
12　各回実績報告書（実績報告別紙１）
Ｐ29

13　収支報告書（実績報告別紙２）
Ｐ30
14　支出内訳一覧（実績報告）
Ｐ31
15　精算書（実績報告別紙３）
Ｐ32
16　領収書の例
Ｐ33



第６号様式（第１０条関係）
中野区長　宛て

なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金（変更）交付請求書
	金額
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	￥
	５
	４
	６
	０
	０
	０


　ただし、令和８年度「中野はなまる会」のなかの長寿ふれあい食堂推進事業の実施に係る補助金として上記金額を中野区なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助要綱第１０条の規定により、請求いたします。

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地　中野区中野4-11-19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　団体名称　中野はなまる会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　中野花子　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先(電話番号)　03-0000-0000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eメール　nakanoh@◆◆.ne.jp
支払金口座に関する提出書類について

口座の名義によって、提出書類が異なります。

以下を確認し、それぞれの団体の状況に合せて書類を整えてください。


· 代表者氏名の振込口座の場合（記入例：p25.）

	例
	代表者
	振込口座

	
	中野はなまる会

代表　中野花子
	中野はなまる会

代表　中野花子


· 代表者氏名以外の個人名または法人名の振込口座の場合（記入例：p26.～p27.）

	例
	代表者
	振込口座

	
	中野はなまる会

代表　中野花子
	中野はなまる会

会計　野方一郎


· 代表者氏名以外の振込口座で、

個人名・法人名以外の振込口座の場合（記入例：p28.～p29.）

	例
	代表者
	振込口座

	
	中野はなまる会

代表　中野花子
	中野はなまる会


担当所属名（　地域包括ケア推進課　）
	支払金口座振替依頼書
振込先金融機関

銀行


信用金庫

支店

信用組合

農協

振込口座

預金種別　

普通　　　　　　　当座

口座番号

１
２
３
４
５
６
７
フリガナ

ナカノ　ニコニコクラブ　ダイヒョウ　ヤマダ　タロウ
氏名

中野はなまる会　代表　中野　花子
中野区から私に支給されるなかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金は、
今後、上記口座に振り込みをお願いします。

年　　　月　　　日
中野区長殿
住　所　　　　　中野区中野４－１１－１９
団　体　名　　　中野はなまる会
氏　名　　　　　中野　花子

ご注意

１　預金種別は該当のものを○で囲んでください。

２　口座番号・氏名は、ご本人の口座番号・氏名を記載してください。

３　本書の記載事項に変更が生じた場合には、支払金口座振替変更届により届け出てください。






委　任　状
年　　　月　　日

中野区長　宛て

　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　中野はなまる会
　　　　　　　　　　　　　　　　住所　中野区中野1-11-19
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　中野　花子　　　　　　　　　印

　私は下記の者を代理人と定め、補助金の受領の権限を委任します。

記

受任者　　住　所　中野区野方２－２－２
氏　名　野方　一郎
担当所属名（　地域包括ケア推進課　）
	支払金口座振替依頼書
振込先金融機関

銀行


信用金庫

支店

信用組合

農協

振込口座

預金種別　

普通　　　　　　　当座

口座番号

9
8
7
6
5
4
3
フリガナ

ナカノニコニコクラブ　カイケイ　ノガタ　ハナコ

氏名

中野はなまる会　会計　野方　一郎
中野区から私に支給されるなかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金は、
今後、上記口座に振り込みをお願いします。
年　　　月　　　日

中野区長殿
住　所　　　　　中野区野方２－２－２
団　体　名　　　中野はなまる会
氏　名　　　　　野方　一郎
ご注意

１　預金種別は該当のものを○で囲んでください。

２　口座番号・氏名は、ご本人の口座番号・氏名を記載してください。

３　本書の記載事項に変更が生じた場合には、支払金口座振替変更届により届け出てください。





　　年　　月　　日

中　野　区　あて

(氏名)　 中野はなまる会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　中野　花子　　　　㊞


なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金の支払い口座について
上記の件の支払いにつきましては、下記の口座にお振込みくださいますよう、お願いいたします。

記

払込先金融機関

　

　中野信用金庫　中野支店
　

預金種別・口座番号

　　　　　　

　普通　９９９９９９９
　

口座名義（フリガナ）

　　　　　　

　　　　　　中野はなまる会（ナカノハナマルカイ）
　　　　　
担当所属名（　　地域包括ケア推進課　　）
	支払金口座振替依頼書
振込先金融機関

銀行


信用金庫

支店

信用組合

農協

振込口座

預金種別　

普通　　　　　　　当座

口座番号

９
９
９
９
９
９
９
フリガナ

ナカノハナマルカイ
氏名

中野はなまる会

中野区から私に支給される中野区住民主体サービス事業補助金は、
今後、上記口座に振り込みをお願いします。

年　　　月　　　日

中野区長殿
住　所　　　　　中野区中野4-11-19
団　体　名　　　中野はなまる会
氏　名　　　　　中野　花子

ご注意

１　預金種別は該当のものを○で囲んでください。

２　口座番号・氏名は、ご本人の口座番号・氏名を記載してください。

３　本書の記載事項に変更が生じた場合には、支払金口座振替変更届により届け出てください。














領　収　書　の　例

　　１　物品購入費等の場合




　　　　※レシートの場合も、余白に「　○○町会　様」と記入してください。

　　　２　講師謝礼金の場合

　　　










中野区地域支えあい推進部地域包括ケア推進課


介護予防推進係（３階高齢者総合窓口）


電 話　　　０３－３２２８－8９４９


E-mail  kaigoyobou@city.tokyo-nakano.lg.jp





令和８年度　なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金　交付手続きの流れ





中野区





⑦交付額確定


実績から交付額を確定します。


・補助金交付額確定通知書


・返納書（返還金がある場合）





⑤変更交付決定


「④変更交付申請」から１か月程度で発送します。





②「交付決定通知書」の送付


　＋補助金の交付（概算払）


※補助対象になる経費は「交付決定通知書」に記載の日付以降





⑧精算・返還


～２０２７年５月７日まで


交付額に対して実績が下回る場合は返還していただきます。


詳しくは手引きP.10参照





⑥実績報告


～２０２７年４月８日まで


詳細は手引きP.9参照





④（必要に応じて）変更交付申請


事業内容を変更する場合は提出


※判断に迷う場合は一度介護予防推進係へご連絡ください。


詳細は手引きP.8参照





ふれあい食堂


実施団体


（申請者）





①補助金交付申請


２０２６年６月１日から


２０２６年６月３０日まで


※年度途中の事業開始団体は随時


詳細は手引きP.7参照





③事業の実施


年度後半に実施予定（別途通知）の連絡会への参加（必須）。


※事業実施期間中の支払いに係る書類は必ず保管してください�（例）領収書原本





手続きごとの提出書類





①補助金交付申請


●中野区なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付申請書（第1号様式）


・別紙１（事業計画書）　・別紙２（収支計画書）　


●団体の規約　●団体名簿


→区からなかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付決定通知書（第２号様式）を送付後、以下を提出


●なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付請求書　●支払金口座振替依頼書（委任状）





④変更交付申請（必要に応じて）


●なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金変更交付申請書


・補助対象経費額調書（変更交付申請）


・経費科目別内訳書（変更交付申請）


→区からなかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付決定通知書（第２号様式）を送付後、以下を提出


・なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金変更交付請求書





⑥実績報告


●なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金実績報告書（第７号様式）


・別紙１（各回実施報告書）　・別紙２（収支報告書、支出内訳一覧、領収書写し）


・別紙３（精算書）


→区で審査後、なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助金交付額確定通知書（第８号様式）を送付





⑧精算・返還（返還は交付額を実績が下回る場合）


中野区から第８号様式と同送する返納書を使って、期限（２０２７年５月７日）までに返還し、領収書の写しを提出





１．事業の目的





２．補助金交付団体の要件





３．補助の対象となる事業の要件





４．補助対象経費





５．補助対象期間





６．補助基準額及び申請金額








参加費又は寄付金がある場合の考え方の例





対象外経費（４万円）





対象経費（４万円）





支出合計





自己負担�（２万円）





申請できる金額（4万円）





参加費又は寄付金


（２万円）











収入合計





対象経費（４万円）※





対象外経費（４万円）





申請できる金額


（３万円）





参加費又は寄付金（５万円）





支出合計











収入合計





対象経費（８万円）





支出合計





参加費又は寄付金（５万円）





申請できる金額


（３万円）





収入合計





７．申請期間・手続き





８．交付（不交付）決定通知書





９．支払方法





10．事業の変更など





11．実績報告書の提出





12．補助金交付確定　精算及び返還





13．個人情報の取扱いについて





なかの長寿ふれあい食堂推進事業補助　Ｑ＆Ａ





【講座の開催】


【交流事業の開催】


【会食事業の立上げ】も同様に作成します。





金額は訂正できませんので、書き間違えた場合は新しい用紙に書き直してください。





提出書類





・支払金口座振替依頼書





・支払金口座振替依頼書


・委任状





・支払金口座振替依頼書


・口座指定届





団体名や肩書は


なくても可





中　野





中　野





団体代表者名の振込口座を


指定してください。





代表者名を記入してください。





中野





捨て印を押してください。





代表者以外の者の口座を指定する場合は、委任状を添付してください。





中野





団体名や肩書は


なくても可





野　方





中　野





代表者以外の者を指定する


委任状を提出した場合は


委任を受けた方の指名で


申請してください





中野





捨て印を押してください。





（口座指定届）





個人ではなく、法人化していない団体名の口座を指定する場合は、口座指定届を添付してください。





中野





代表者名の記載と印鑑を押してください。





中野





中　野





P.28「口座指定届」で、届け出た�振込口座を指定してください。





代表者名を記入してください。





【会食事業】


【交流事業の開催】


【会食事業の立上げ】も同様に作成します。





【講座の開催】


【交流事業の開催】


【会食事業の立上げ】も同様に作成します。





【講座の開催】


【交流事業の開催】


【会食事業の立上げ】も同様に作成します。





日付は交付決定日～令和９(２０２７)年３月３１日のものが対象です。





宛名は団体名で記載してください。








領　収　書


2026年4月8日


　　　中野にこにこ倶楽部　　様





　　　　　　　　金　　    ２４，０００　円　　


　　　　　　　但し、 机・椅子セット代13,000円×１台


　　　　　　　　　　　血圧計代8,000円　テーブルクロス代3,000円














上記正に領収いたしました


　　　　　　　○ △ □　株 式 会 社 　印


　　　　　　　中野区中野４－１１－１９　　





支払内訳を記載してください。





印








領　収　書





　　　中野にこにこ倶楽部　　様





　　　　　　　　金　　１０，０００　円　　


　　　　　　　但し、　７月「体操」の指導料として　








上記正に領収いたしました。


　　　　　　　　


　　　　　　　　　2026年7月15日


　　　　　　　　　　　　　　　　　中野区中野４－１１－１９


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　野　花　子





支払内訳を記載してください。





講師住所・氏名が必要です。









